
※２０２６年４月１日から、１６歳以上の

自転車利用者の交通違反に対して『青切符』

での取締りが始まります。

自転車の乗車ルールを再確認しましょう。
≪自転車が歩道を通行できる場合はどんなとき？≫

◎歩道に自転車歩道通行可の道路標識等があるとき。

◎１３歳未満の子供や７０歳以上の高齢者が自転車を

運転するとき。

◎安全に車道を通行することに支障がある身体の障害を

有する人が自転車を運転するとき。

◎道路工事や連続した駐車車両等のために、車道の左側

を通行することが困難である場合等、自転車の通行の

安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。

≪歩道を通行する場合に守ること（原則徐行です）。≫

◎歩道の車道寄りの部分を通行する。

◎自転車の通行部分が指定されたところでは、その指定され

た部分を通行する。

◎歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は一時停止する。

◎歩行者の通行を妨げ、歩行者の安全を損なうおそれがある

ときは、歩道では降車して自転車を押して歩くこと。
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大清水学区 - - 1 - - - - - - 1 2

鳴海東部学区 - - - 1 1 1 - - - 1 4

小坂学区 - - - - 1 2 - 1 1 - 5

緑署全体 4 2 4 2 12 34 1 2 18 27 104


